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国民健康保険団体連合会の予算及び決算における勘定科目等の例の一

部改正について 

 

 

国民健康保険の円滑な運営につきましては、平素より格段の御協力、御尽力を賜り

厚く御礼申し上げます。 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法

律（令和４年法律第 96 号）に基づく予防接種事務のデジタル化に伴い、令和８年度

から、国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）において予防接種費用に係

る請求及び支払に関する事務を実施することとされております。 

これを踏まえ、連合会においては令和７年度から当該事務の実施に向けた準備作業

等に係る費用等が発生することから、「国民健康保険団体連合会の予算及び決算にお

ける勘定科目等の例について」（平成 25年３月 29日付け保国発 0329第４号厚生労働

省保険局国民健康保険課長通知）の別表第１から別表第３までについて、別添のとお

り所要の改正をすることとしましたので、その旨御了知の上、貴管内の連合会への周

知等に御配慮をお願いいたします。 


